
新型コロナウイルス対策（バハマ：６月２１日以降の外出禁止令） 

 

２１日、ヒューバート・ミニス首相は、２１日以降の外出禁止令の対象時間を発表しま

した。 

詳細はこちらをご確認ください。 

（バハマ首相府のフェイスブック） 

https://www.facebook.com/opmbs/?hc_ref=ARRHFDuJEPS4aWuR9ult37UBd6eUZw_

5-vnaUnq4LJgXuENj15pFILPodbsVZNqUy_Q&fref=nf&__tn__=kC-R 

 

外出禁止令の対象時間 

ニュー・プロビデンス島 午後１１時から翌日午前５時 

グランド・バハマ島 午後（深夜）１２時から翌日午前５時 

アバコ島 午後１１時から翌日午前５時 

キャット島 午後１０時から翌日午前５時 

アンドロス島北部及び中部 午後１０時から翌日午前５時 

アンドロス島南部 対象なし 

ベリー諸島 対象なし 

 

引き続き感染予防と最新の関連情報にご留意ください。 

 

６月２１日 

https://www.facebook.com/opmbs/?hc_ref=ARRHFDuJEPS4aWuR9ult37UBd6eUZw_5-vnaUnq4LJgXuENj15pFILPodbsVZNqUy_Q&fref=nf&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/opmbs/?hc_ref=ARRHFDuJEPS4aWuR9ult37UBd6eUZw_5-vnaUnq4LJgXuENj15pFILPodbsVZNqUy_Q&fref=nf&__tn__=kC-R

